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(57)【要約】
【課題】駆動レバーに形成されたワイヤ係合孔に対して
操作ワイヤが外れたり作動不良にならないように、簡単
な工程で確実に係合させることができる内視鏡用鉗子を
提供すること。
【解決手段】操作ワイヤ２の先端部分がワイヤ係合孔８
に通されて曲げ戻され、その曲げ戻された操作ワイヤ２
の先端がその操作ワイヤ２の曲げ戻し部より基端寄りの
部分に接合（９）されて、ワイヤ係合孔８と係合した一
つながりの閉ループＲが形成されている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の鉗子片に各々駆動レバーが一体に連結形成されて、上記鉗子片と上記駆動レバー
との境界部分付近が支軸を中心に回動自在にシースの先端部分に支持され、上記駆動レバ
ーに貫通形成されたワイヤ係合孔に先端部分が係合する操作ワイヤが上記シース内に軸線
方向に進退自在に引き通されて、上記シースの基端側から上記操作ワイヤを軸線方向に進
退操作することにより、上記鉗子片と上記駆動レバーとが上記支軸を中心に回動して上記
鉗子片が嘴状に開閉動作をするように構成された内視鏡用鉗子において、
　上記操作ワイヤの先端部分が上記ワイヤ係合孔に通されて曲げ戻され、その曲げ戻され
た操作ワイヤの先端がその操作ワイヤの曲げ戻し部より基端寄りの部分に接合されて、上
記ワイヤ係合孔と係合した一つながりの閉ループが形成されていることを特徴とする内視
鏡用鉗子。
【請求項２】
　上記一つながりの閉ループを形成する操作ワイヤの接合がレーザ溶接で行われている請
求項１記載の内視鏡用鉗子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は内視鏡用鉗子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡用鉗子においては、一般に、一対の鉗子片に各々駆動レバーが一体に連結形成さ
れて、鉗子片と駆動レバーとがその境界部分付近において支軸を中心に回動自在にシース
の先端部分に支持され、駆動レバーに貫通形成されたワイヤ係合孔に先端部分が係合する
操作ワイヤがシース内に軸線方向に進退自在に引き通されて、シースの基端側から操作ワ
イヤを軸線方向に進退操作することにより、鉗子片と駆動レバーとが支軸を中心に回動し
て鉗子片が嘴状に開閉するようになっている（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００１－３２１３８５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　図４は、特許文献１に記載された内視鏡用鉗子の、駆動レバー９１に穿設されたワイヤ
係合孔９２とそこに係合する操作ワイヤ９３の先端部分とを示しており、ワイヤ係合孔９
２に通された操作ワイヤ９３の先端部分が曲げ戻されてループが形成され、操作ワイヤ９
３の曲げ戻し部の最先端部分９３ａは、その操作ワイヤ９３の曲げ戻し部より基端寄りの
部分に引っ掛かるように直角程度に折り曲げられている。
【０００４】
　しかし、鉗子片９４を開閉させる操作に伴って操作ワイヤ９３に繰り返して強い牽引力
が作用すると、操作ワイヤ９３の折り曲げ部分が次第に変形してループが開き、その結果
ワイヤ係合孔９２に対する係合が外れたり、外れないまでも作動不良の原因になる恐れが
ある。
【０００５】
　本発明は、駆動レバーに形成されたワイヤ係合孔に対して操作ワイヤが外れたり作動不
良にならないように、簡単な工程で確実に係合させることができる内視鏡用鉗子を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用鉗子は、一対の鉗子片に各々駆動レバー
が一体に連結形成されて、鉗子片と駆動レバーとの境界部分付近が支軸を中心に回動自在
にシースの先端部分に支持され、駆動レバーに貫通形成されたワイヤ係合孔に先端部分が
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係合する操作ワイヤがシース内に軸線方向に進退自在に引き通されて、シースの基端側か
ら操作ワイヤを軸線方向に進退操作することにより、鉗子片と駆動レバーとが支軸を中心
に回動して鉗子片が嘴状に開閉動作をするように構成された内視鏡用鉗子において、操作
ワイヤの先端部分がワイヤ係合孔に通されて曲げ戻され、その曲げ戻された操作ワイヤの
先端がその操作ワイヤの曲げ戻し部より基端寄りの部分に接合されて、ワイヤ係合孔と係
合した一つながりの閉ループが形成されているものである。なお、一つながりの閉ループ
を形成する操作ワイヤの接合がレーザ溶接で行われていてもよい。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ワイヤ係合孔に通されて曲げ戻された操作ワイヤの先端がその操作ワ
イヤの曲げ戻し部より基端寄りの部分に接合されて、ワイヤ係合孔と係合した一つながり
の閉ループが形成されていることにより、駆動レバーに形成されたワイヤ係合孔に対して
操作ワイヤが外れたり作動不良にならないように、簡単な工程で確実に係合させることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　一対の鉗子片に各々駆動レバーが一体に連結形成されて、鉗子片と駆動レバーとの境界
部分付近が支軸を中心に回動自在にシースの先端部分に支持され、駆動レバーに貫通形成
されたワイヤ係合孔に先端部分が係合する操作ワイヤがシース内に軸線方向に進退自在に
引き通されて、シースの基端側から操作ワイヤを軸線方向に進退操作することにより、鉗
子片と駆動レバーとが支軸を中心に回動して鉗子片が嘴状に開閉動作をするように構成さ
れた内視鏡用鉗子において、操作ワイヤの先端部分がワイヤ係合孔に通されて曲げ戻され
、その曲げ戻された操作ワイヤの先端がその操作ワイヤの曲げ戻し部より基端寄りの部分
に接合されて、ワイヤ係合孔と係合した一つながりの閉ループが形成されている。
【実施例】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図２は内視鏡用鉗子の全体構成を示しており、図示されていない内視鏡の処置具挿通チ
ャンネルに挿通される例えば密着巻きコイルパイプからなる可撓性のシース１内に、操作
ワイヤ２が軸線方向に進退自在に挿通配置され、前方（図において下方）に向かって嘴状
に開閉する一対の鉗子片３がシース１の先端部分に配置されている。
【００１０】
　シース１の基端に連結された操作部１０には、操作部本体１１の基端に固定指掛け１２
が形成されて、操作部本体１１に対してスライド自在に配置された可動指掛け１３に操作
ワイヤ２の基端が連結されており、可動指掛け１３を固定指掛け１２に対して移動操作す
ることにより操作ワイヤ２がシース１内で進退して、シース１の先端で一対の鉗子片３が
開閉する。
【００１１】
　図３は内視鏡用鉗子の先端部分を示しており、生検組織を採取するためにカップ状に形
成された一対の鉗子片３は各々、その後方の駆動レバー４と一体に連結された状態に一部
品として形成されている。なお、鉗子片３が鋏状又はその他の形状に形成されていてもよ
い。
【００１２】
　シース１の先端に連結固着された先端本体５は最先端側からスリット６で二分割された
形状に形成されていて、その先端付近に配置された支軸７に、鉗子片３と駆動レバー４の
境界部分付近が回動自在に支持されている。
【００１３】
　操作ワイヤ２は、二本がシース１内で捩じり合わされて一体的に進退するように設けら
れており、各操作ワイヤ２の先端部分が、各駆動レバー４に貫通形成されたワイヤ係合孔
８に通された状態に係合していて、そこから後方のシース１内に軸線方向に進退自在に引
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【００１４】
　その結果、操作部１０側から操作ワイヤ２を軸線方向に進退操作することにより、シー
ス１内で操作ワイヤ２が軸線方向に進退して、鉗子片３と駆動レバー４とが支軸７を中心
に回動して一対の鉗子片３が嘴状に前方に向かって開閉動作をする。なお、操作ワイヤ２
がシース１内で必ずしも捩り合わされていなくても差し支えない。
【００１５】
　図１は、そのように構成された内視鏡用鉗子の操作ワイヤ２の先端部分とワイヤ係合孔
８との係合部を示しており、操作ワイヤ２の先端部分がワイヤ係合孔８に通されて曲げ戻
され、その曲げ戻された操作ワイヤ２の先端がその操作ワイヤ２の曲げ戻し部より基端寄
りの部分に、例えばレーザ溶接により接合されて、ワイヤ係合孔８と係合した一つながり
の閉ループＲが操作ワイヤ２の先端付近の部分で形成されている。９がその接合部である
。なお、その閉ループＲは駆動レバー４をきつく締め付けない程度に形成されていて、操
作ワイヤ２と駆動レバー４とがワイヤ係合孔８を中心に相対的にある程度回動できる状態
が維持されている。
【００１６】
　そのような構成により、鉗子片３を開閉させる操作等に伴って操作ワイヤ２に繰り返し
て強い牽引力が作用しても、ワイヤ係合孔８と係合する操作ワイヤ２の閉ループＲが開く
ことがなく、操作ワイヤ２とワイヤ係合孔８との係合が外れたり作動不良の原因になった
りしない。
【００１７】
　しかも、ワイヤ係合孔８に係合させた操作ワイヤ２の先端部分をループ状に曲げてから
操作ワイヤ２の先端をその操作ワイヤ２の曲げ戻し部より基端寄りの部分にレーザ溶接す
る作業は、レーザビームをスポット照射するだけで簡単に行うことができる。
【００１８】
　なお、ワイヤ係合孔８に通されて曲げ戻された操作ワイヤ２の先端をその操作ワイヤ２
の曲げ戻し部より基端寄りの部分に接合する手段は、必ずしもレーザ溶接で行わなくても
よく、例えばアーク溶接や銀ロー付け等で行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の操作ワイヤの先端部分とワイヤ係合孔との係合
部の部分断面図である。
【図２】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の全体構成を示す側面図である。
【図３】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の先端部分の側面断面図である。
【図４】従来の内視鏡用鉗子の操作ワイヤの先端部分とワイヤ係合孔との係合部の部分断
面図である。
【符号の説明】
【００２０】
　１　シース
　２　操作ワイヤ
　３　鉗子片
　４　駆動レバー
　７　支軸
　８　ワイヤ係合孔
　９　接合部
　Ｒ　閉ループ
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